
 

 

 

 

落語の世界のような地域づくり 

 
校長 中田 清人  

  
古典落語には、長屋が舞台となる噺（はなし）がたくさんあります。例えば、題名に「長

屋」が付く噺だけでも「粗忽長屋」「三軒長屋」「お化け長屋」等があります。その他にも、
長屋を舞台にした噺となると数え切れません。庶民の生活の場が落語の主な舞台ですから、
長屋の噺が多いのも当然です。こうした噺を聴いていると、日本にも、大昔はこうしたコミ
ュニティがたくさんあって、地域住民が関わり合いながら知恵を出し合って生きていたこと
が分かります。また、長屋噺というと、世話焼きの大家さんが出てきたり、何かあると口を
出さずにはいられない住民たちが出てきたりします。「ああしたらいい」「こうしたらどう
だ」と言われたり、生き方について説教されたりするやり取りが、微笑ましくて笑ってしま
います。 
現代ではこうした長屋のようなコミュニティは、ずいぶんと少なくなってきました。しか

し、子どもは、家庭でしつけられ、学校で学び、地域で育っていきます。家庭、学校、地域
が関わり合いをもたずに子どもを育てるのは不可能です。長屋の大家さん宅のように、関係

者が集まって相談する場所が必要です。それが学校というわけです。 
コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことです。さいたま市立

学校では、全ての学校にこの学校運営協議会が設置されており、コミュニティ・スクールを
推進しているところです。学校運営協議会やコミュニティ・スクールと聞くと、なんだか堅
苦しい組織のような感じがしてしまいますが、前述の落語に出てくるような長屋の大家さん
宅で寄合をしているようなイメージが近いという気がします。 
コミュニティ・スクールは、地域住民や保護者等が学校運営に参画し、連携・協働して学

校運営に直接関わる仕組みです。学校と地域住民、保護者等の信頼関係を深め、学校運営の
改善と児童生徒の健全育成に取り組みます。ですから、地域の皆さんや保護者の皆さんの声
を、より学校経営に反映させやすくなったといえます。 

６月１０日（火）に、今年度第１回目の学校運営協議会を常盤小学校、常盤中学校と合同
で開催しました。協議会の委員には、自治会や保育園、児童クラブ、チャ
レンジスクール、民生児童委員などの地域の皆様に加え、本校親ひま会や
本校保護者の代表の方たちにも参加していただいています。出席された皆
様とは、地域で育つ子どもたちを共に育てていきたいという願いが一致
し、めざす子どものイメージを共有することができました。常盤北小学校
は、これからも、家庭や地域と連携を深めながら、地域の教育拠点基地と
しての役割を果たしてまいります。ご支援ご協力をお願いいたします。 

 

＜学校運営協議会の３つの機能＞ 

 
 
 

 

 

 

 

常盤北小だより 

「利他の精神で子どもが伸び合い、地域に信頼される常盤北小学校」

～一人ひとりの Well－being（幸せ）の実現を目指して～ 
令和７年６月３０日 
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さいたま市立常盤北小学校 

校長が作成する学校運営に関する基本的な方針を承認する。 

学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べる。 

教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べる。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
1 火 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05

2 水 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05

3 木 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05

4 金 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

5 土

6 日

7 月 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

8 火 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

9 水 13:15 13:15 13:15 13:15 15:30 15:30

10 木 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30

11 金 14:40 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30

12 土

13 日

14 月 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

15 火 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

16 水 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15

17 木 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50

18 金 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

27 水 特特３　始業式
28 木 特４　さいたま市学習状況調査事前検証（３・４年）

30 土 水かけまつり
1 月 教科書配付日　参観・懇談（５・６年な）

2 火 参観・懇談（１・２年）
5 金 参観・懇談（３・４年）

朝G・Ｓ　通５　個人面談予備日

【７月の行事予定】
下校時刻

特５　 個人面談③

特５　 個人面談④

特５　 個人面談⑤

朝読書　通４　給食終了

土曜チャレンジ

学級の時間／チャレンジ　クリーンタイム①

朝Ｇ・Ｓ　　クリーンタイム②  

朝読書　委員会④（１学期最終） １～4年４時間　  教育相談日

表彰朝会　クリーンタイム③　放課後チャレンジ　 第１回学校保健委員会

朝Ｇ・Ｓ　　１～４年５時間

土曜チャレンジ

学級の時間／チャレンジ

朝Ｇ・Ｓ　

【８・９月の主な行事予定】 　【７月の生活目標】　そうじをしっかりしよう

　〇もくもく、すみずみまでテキパキとそうじをしよう

　１学期最後の月になりました。今月はクリーンタイムが３回あり、

１学期間使った教室などを丁寧に掃除していきます。子ども達

が、もくもくと静かに掃除ができるよう、分担箇所を明確にして声

をかけていきます。

　

特４

特特３　終業式

夏季休業日 　北浦和５丁目祭り

参議院選挙

海の日

夏

季

休

業

日

 

夏休みを迎えるにあたって 

まもなく夏休みに入ります。長期休業中は、ご家庭での生活が中

心となりますので、以下の点にご配慮をお願いいたします。 

・生活リズムを整え、熱中症などに注意し健康的に過ごしましょう。 

・自主学習や夏休みの課題に計画的に取り組めるよう見守りをお願

いします。 

・事故やけが、不審者などには十分ご注意ください 

  楽しく安全で思い出に残る夏休みをお過ごしください！ 

※学校閉庁日：８月１２日（火）～８月１８日（月） 

３５周年開校記念集会「バルーンイベント」 


